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参考資料６

放火対策検討会（平成16年3月 中間報告書）の概要

平成14年度及び15年度に消防行政機関等を中心に、連続放火火災等を対象と

して行われた「放火対策検討会」の中間報告書について、その概要をまとめて

おく。

○放火火災の現状

１. 放火火災の推移及び火災種別と発生状況

消防白書の統計による「放火」及び「放火の疑い」による火災は、年々増

加傾向にあり、平成４年以降連続して１万件を超えている。平成９年には、

平成５年以来４年ぶりに「放火（放火の疑いを除く 」が火災原因の第１。）

位となるとともに、平成14年まで６年連続して第１位となっており、放火の

疑いを含めた火災件数は、全火災の２割強を占めている。

放火火災を発生件数でみると、建物への放火が１番多く平成14年において

は放火火災全件数の４割強を占める。次いで、その他への火災、車両の順と

なっている。

以上のように、放火火災はゆるやかながら増加傾向にあり、全火災件数の

２割を占め、さらに放火火災件数の4割強が住宅への被害であることから、

その社会的影響は大きく、早急に効果的な対策が必要であるといえる。

※船舶火災については、件数が少ないため省略している。
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２. 連続放火火災の実態

連続放火火災の検証を進めていくうえで 「連続放火火災」とはどのよう、

な放火火災を指すのかを位置付ける必要が考えられる。そもそも、連続放火

については、社会情勢、怨恨、犯行の一連性等の要因により、具体的な定義

付けが困難であり、明確な定義がなされていない。今回、連続放火火災の要

件について、消防庁としての考え方を提示するとともに、放火対策検討会の

委員の意見及び各政令指定都市消防本部等への意見聴取を行い、連続放火火

災の位置付けについて検討を行った。

【消防庁としての考え方及び各委員からの意見】

連続放火火災への予防対策を検討するうえで、消防庁が提示した連続放

火火災の要件は『放火火災発生後（1回目 、１回目の発生から30日以内）

に次の火災が発生した場合を連続放火火災とする』

この要件に対しての各委員の意見は以下のとおり。

、 、① 30日以内に２件の割合で発生したものとすると 一の消防署管内では

。 。全てが対象となる ある程度発生範囲を決めた方が良いのではないか

② ある程度、連続的に同一犯人が行ったものと判定できるようなものと

すべきでないか。

③ 30日に２回の割合では、連続性に欠けるのではないか。

上記の消防庁としての考え方及び各委員からの意見と、各政令指定都市

消防本部等での連続放火火災の定義等を考察すると、各委員及び各政令指

定都市消防本部等での連続放火火災のとらえ方はさまざまであり、また、

連続放火火災そのものを位置づけていない場合もある。

「 」 、『 、今回の 連続放火火災予防対策 を検討するに当たっては 短時間に

同じ地域において、放火が連続的に発生し、地域の住民等が不安を感じ、

特別の対策が必要であると判断されるもの』を連続放火火災の例とし、各

消防本部の判断に委ねることとした。

３. 連続放火火災の発生状況

上記１の連続放火火災の定義を踏まえ 「連続放火火災発生時の報告に、

ついて （平成15年７月８日付け消防予第184号）により、全国的な連続」

放火火災の実態について調査（調査期間：平成15年７月８日～平成16年３

月31日）を行った結果、平成16年３月１日現在において、26消防本部から

連続放火火災37事案264件の報告があった。
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（１）発生件数と期間

各消防本部（26本部）から報告のあった連続放火火災37事案について

みると３日間の間に19の事案が集中しており、全体の半数（51％）を占

めている。さらに、30日間でみると30事案が発生しており、全体の８割

（81％）を占める。

、 、 、また 発生期間中の放火火災件数をみると 30日間までの放火件数は

ほぼ横ばいで平均すると１日当たり4.1件となっているのに対し、30日

を超えると急激に件数が増加している。

以上のことから、発生期間が短い程放火件数は少なく、期間が長い程

多いが、発生事案は期間が短い程多く、長い程少ないことがいえる。

（２）時間帯別発生件数

連続放火火災と判断され、報告のあった264件の放火火災の時間帯別

発生件数は下図のとおりである。

最も発生件数が多いのが４時の24件、次いで２時の23件、23時の22件

の順となっており、最も発生件数の少ないのが９時の２件である。

放火発生の傾向としては、人目につきにくい22時から５時までの就寝

時間帯の発生率が高く、平成12年から14年の放火火災時間帯別発生件数

と同様の傾向となっている。
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（３）焼損物別件数

連続放火火災と判断され、報告のあった264件の放火火災の焼損物の

内訳は以下のとおりである。

最も件数の多いものは 「車両・廃車」の42件（16％ 、次いで「放、 ）

置されたゴミ」の29件（11％ 「一般住宅」の21件（８％）の順とな）、

っている。

、 。また 放火防止対策として有効な自動車等シートの発生件数は少ない

発生件数の多い車両、ゴミについては、放置されたものが多く、住民一

人ひとりの日頃からの注意により、放火発生を減少させることができる

と考えられる。

この他、住宅に関しては 「一般住宅 「共同住宅 「共同住宅の廊、 」、 」、

下・階段 「空き家」の合計が59件となっており、全体の２割を占め」、

ている。

焼損物別件数

（４）１日２件以上発生した放火火災の時間帯別件数

報告のあった放火火災のうち、１日に２件以上発生した放火火災件数

は147件となっており、全放火火災件数の半数以上（56％）を占めてい

る。また、１日に２件以上発生した放火火災のうち、30分以内に続けて

発生した件数は81件（55％）と半数以上を占めている。

さらに、１件の放火発生から１時間以内に発生した火災件数は、105

件（71％）で約７割が１時間以内に発生している。

つまり、放火火災が発生してから、次の放火火災が発生するかどうか

についての確率は、時間の経過とともに低くなることがわかる。
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（５）１日２件以上・同一地域（町名等）で発生した放火火災件数

１日に２件以上発生した放火火災147件のうち、同一地域（町名等）

（ ） 、 。で発生した放火火災件数は84件 57％ となっており 約６割を占める

また、同一地域で発生した放火火災84件のうち、１時間以内に発生し

た件数は62件（74％）となっており、約７割を占める。

以上の各消防本部からの報告において、連続放火火災は短い日数で短

時間のうちに発生するものが多く、発生時間帯や焼損物等については、

通常の放火火災と同様の傾向を示していることが明らかとなった。

○放火火災に対する対策

１. 消防庁における主な取組み

放火火災（放火の疑いを含む）の全火災に占める割合は、昭和41年から

45年までの５年間の平均が4.8％であったのに対し、昭和45年を境に大き

く増加傾向を示し、平成３年から平成７年までの５年間では18.3%、平成

８年では18.9％、平成９年では20.8％と依然として増加の傾向にある。

また、火災原因の順位では、平成14年まで６年連続して第１位となるな

ど、社会生活の安全を確保する上で極めて憂慮されるものである。

消防庁では、これまで春秋の全国火災予防運動時期など機会あるごとに

消防機関をはじめ関係機関等に対し、放火火災予防対策の推進について指

導・要望を行ってきたところである。
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２. 各都市における取組み

平成14年度に各消防本部に対し放火対策実施状況調査を行った結果、26

件の報告があった。併せて、放火対策検討会の委員からの報告を受けたも

のをまとめた結果は以下のとおりである。

各消防本部とも、地域住民に対する防火指導や自治会との協力による空

き家調査及びマスコミを活用しての広報などの活動が多い。また、各消防

本部独自の取組みもそれぞれ工夫して行っている。なお、事業所や病院、

学校等への活動や、火災感知器、夜間照明器具等の設置の促進などハード

面での取組みが全体的に低い。
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○連続放火火災に対する対策

放火火災の防止の基本は 「放火されない、させない、被害を大きくさせない」、

ことである。このことを基本に、建物ごとの予防対策、地域ぐるみの取組み、広報

や防火教育、行政の取組み等を行っていくことが重要であり、平成11年に「放火火

災予防対策マニュアル」を作成し、全国的な普及を推進している。

連続放火火災に対する対策については、放火火災予防から放火発生後の対応まで

を含む取組みである。今回、平成14年度の放火対策実施状況調査、委員等からの報

告、連続放火火災実態調査、検討会等の報告・意見を踏まえ、

① 地域住民、関係者等が自ら積極的に放火防止対策に取組む「手間」をキー

ワードとしたソフト施策

② 放火監視カメラ等を活用した「人目」をキーワードとしたハード施策

をポイントに、街区・エリア単位での対応方法（ゾーンディフェンス）的施策の

検討を行った。

、 、 、なお 実施施策については さまざまなケースで効果的に取組みが行われるよう

さらに以下のとおり各施策の分類を行った。

１. ソフト施策

（１）放火多発地域での対策 （例：緊急ちらしの配布等）

（２）市民との連携による対策 （例：居室内の照明点灯運動及び一斉窓開け

運動等）

（３）関係機関との連携による対策(例：警察との協力による警戒パトロールの

実施等）

（４）事業所等との連携 （例：タクシー会社との協力等）

（５）その他 （例：放火防止対策マップの作成等）

２. ハード施策（放火監視カメラの運用について）

放火監視カメラの運用に当たっては、個人のプライバシー等の問題があり、

防犯カメラの運用を行っている自治体の運用要綱や学識経験者の意見等を参考

とし、今後、より検討が必要と考えられる。なお、放火監視カメラの運用にさ

きがけ、札幌市消防局において、炎感知器の設置による放火火災予防対策が平

成15年10月17日から独自に開始されている。
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（１）目的及び必要性

放火監視カメラは 「見られている」という意識を持たせることにより、放、

火行為を抑制するために活用する。

また、生活様式の多様化に伴い、地域コミュニティの希薄化等が進んだ結

果、従来の人的な対応のみで対処していくことが困難となってきている。こ

のため、機器等の効果的な利用に取り組むことが必要な状況となってきてい

る。

（２）放火監視カメラの開発

ア 住宅防火対策の一環として、住宅防火対策推進協議会の事業として実施

イ 事業主体は（財）日本消防設備安全センター

ウ 機器の開発については、名古屋市消防局が富士写真フィルム（株）との共

同開発で進めていたものについて、その協力を得て実施

（ア）機器の数量 60台

（イ）機器配布先 名古屋市消防局 20台

松戸市消防局 20台

八尾市消防本部 20台

○連続放火火災の概要

松戸市消防局 八尾市消防本部
発生日時 （1回目）

平成14年11月7日～15年2月25日 平成15年4月10日～同年7月3日
（2回目）

平成15年5月23日～同年6月20日
放火件数 （1回目) 19件 52件

（2回目） 6件
概 要 駅前の同一地域及びその周辺で焼 一般住宅、共同住宅、車両、放

損した連続放火火災。 置されたゴミ等を焼損した連続放
また 負傷者も3名発生しており 火火災。、 、

社会的影響の大きい事案。 約3ヶ月の間継続して52件もの
放火火災が発生している。

主な対策 ① 火災発生地区の建物の責任者 ① 勤務態勢の見直しを行い、24
を指導 時間運用体制を実施した

② 商店街等と「放火されない・ ② 消防本部・団で昼夜間の警戒
放火させない環境づくり推進委 パトロールを実施
員会」を設置 ③ 市内全戸に放火に対する警戒

③ 市広報紙等の活用 回覧板を配布及びＦＭ放送等を
④ 発生地区の警戒パトロールを 活用した広報の実施

実施 ④ 空き家及び屋外放置物件の立
⑤ 市民団体が実施する 「防犯パ 入検査を実施、

トロール等と協力し地域内のパ ⑤ 隣接消防本部に対する情報提
トロールを実施 供と応援協力体制の強化
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○検討結果を踏まえた消防本部の取組み

「 」 、 、連続放火火災に対する対策 で検討した実施施策を基に 地域及び放火の特性

消防本部の規模等を考慮し、松戸市消防局と八尾市消防本部で実施が可能と思われ

る施策を、両消防本部と共に検討した結果、以下の施策を実践することとした。

松 戸 市 消 防 局 八 尾 市 消 防 本 部

〔 放 火 多 発 地 域 で の 対 策 〕 〔 放 火 多 発 地 域 で の 対 策 〕

○ 放 火 監 視 カ メ ラ の 設 置 ○ 放 火 監 視 カ メ ラ の 設 置

○ 緊 急 ち ら し の 配 布 ○ 緊 急 ち ら し の 配 布

○ 不 特 定 多 数 が 集 ま る 場 所 へ の 積 ○ 不 特 定 多 数 が 集 ま る 場 所 へ の 積

極 的 な 広 報 極 的 な 広 報

〔 市 民 と の 連 携 に よ る 対 策 〕 〔 市 民 と の 連 携 に よ る 対 策 〕

○ 住 民 主 体 に よ る 放 火 危 険 箇 所 の ○ 居 室 内 の 照 明 点 灯 運 動 及 び 一 斉

確 認 窓 開 け 運 動

○ 放 火 火 災 予 防 講 習 会 の 実 施 ○ 住 民 主 体 に よ る 放 火 危 険 箇 所 の

確 認

○ 防 犯 照 明 灯 の 設 置 促 進

〔 関 係 機 関 と の 連 携 に よ る 対 策 〕 〔 関 係 機 関 と の 連 携 に よ る 対 策 〕

○ 警 察 と の 協 力 に よ る 警 戒 パ ト ロ ○ 警 察 ・ 道 路 管 理 者 等 と の 連 携 に

ー ル の 実 施 よ る 放 置 車 両 の 撤 去

○ 幼 少 年 へ の 防 火 指 導 ○ 警 察 と の 協 力 に よ る 警 戒 パ ト ロ

○ 関 係 機 関 へ の 情 報 提 供 ー ル の 実 施

○ ゴ ミ 出 し 等 清 掃 事 務 所 と の 協 力

○ 幼 少 年 へ の 防 火 指 導

○ 関 係 機 関 へ の 情 報 提 供

〔 事 業 所 等 と の 連 携 〕 〔 事 業 所 等 と の 連 携 〕

○ 新 聞 販 売 店 と の 協 力 ○ タ ク シ ー 会 社 と の 協 力

○ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア と の 協 力 ○ 新 聞 販 売 店 と の 協 力

○ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア と の 協 力

〔 そ の 他 〕 〔 そ の 他 〕

○ 対 象 別 ち ら し の 作 成 ・ 配 布 ○ 対 象 別 ち ら し の 作 成 ・ 配 布

○ 放 火 防 止 シ ー ル の 貼 付

○ 放 火 防 止 対 策 マ ッ プ の 作 成




